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証券情報の部 



 
 

１．本「債券内容説明書証券情報の部」（以下「本説明書証券情報の部」という。）において記載する「第 144・

145 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリティボンド）」（以下「本債券」という。）は、独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号。以下「機構法」という。）第 19 条に基

づき、国土交通大臣の認可を受けて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）

が発行する債券です。 

 

２．本債券は政府保証の付されていない公募債券です。 

 

３．本説明書証券情報の部と同時に投資家に交付された「債券内容説明書法人情報の部」（以下「本説明書法人

情報の部」といい、本説明書証券情報の部とあわせて、以下「本説明書」という。）は、本債券の発行者であ

る当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなします。本説明書法人情報の部には、当機

構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項を令和２年８月21日時点以前の情報に

基づき記載しています。本債券への投資判断にあたっては、本説明書法人情報の部も併せてご覧下さい。 

 

４．本債券については、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第３条により同法第２章の規定が適用されず、

従って、その募集について同法第４条第１項の規定による届出は行われておりません。本説明書は、本債券に

対する投資家の投資判断に資するために、当機構の事業等について、並びに当機構の前身である日本鉄道建設

公団（以下「旧公団」という。）及び運輸施設整備事業団（以下「旧事業団」という。）に関してそれぞれ日本

鉄道建設公団法（昭和 39 年法律第３号）及び運輸施設整備事業団法（平成９年法律第 83 号）の規定等に基づ

き作成された財務諸表、附属明細書、事業報告書等の既存の開示資料を抜粋又は要約して当機構が任意に作成

したものであり、金融商品取引法第 13 条第１項に基づく目論見書ではありません。また、本説明書法人情報の

部中の財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の２第１項に規定される監査証明は受けておりません。 

 なお、その他本債券の詳細については、発行要項を併せてご覧下さい。 

 

５．当機構の財務諸表は、「中央省庁等改革基本法」（平成 10 年法律第 103 号）第 38 条第３号及び「独立行政法

人通則法」（平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。）第 37 条により原則として企業会計原則に基づ

き処理されるとともに、「独立行政法人会計基準」、「独立行政法人会計基準注解」（平成 12 年２月 16 日独立行

政法人会計基準研究会）、機構法、国土交通大臣の認可を受けて定めた｢独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構業務方法書｣及び同大臣への届出が義務付けられている「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構会計規程」等に準拠して作成されます。 

 また、当機構の財務諸表は、通則法第 38 条第１項及び第２項により、毎事業年度の終了後３月以内に、監査

報告及び会計監査報告を添付した財務諸表を国土交通大臣に提出してその承認を受けなければならないとされ

ております。 

 

６．当機構は、特殊法人等改革基本法（平成 13 年法律第 58 号）及び特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年 12

月 19 日閣議決定）に基づき、旧公団及び旧事業団の業務を承継する独立行政法人として設立されました。機構

法附則第２条及び第３条により、機構の成立の時において解散した旧公団及び旧事業団の一切の権利及び義務

は、国が承継する資産を除き、当機構が承継しております。 

 

 
本説明書に関する連絡場所 

横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 経理資金部資金企画課      電話番号 045（222）9040 
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第１ 募集要項 

１．新規発行債券（５年債） 

銘 柄 

第 144 回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 

（サステナビリティボンド） 

債 券 の 総 額 金 10,000,000,000 円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用 

本債券は、社債、株式等の振替に

関する法律（平成 13 年法律第 75

号）の規定の適用を受けるものと

する。 

発 行 価 額 

の 総 額 
金 10,000,000,000 円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 令和３年２月 18 日 

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金100円 申 込 証 拠 金 

各債券の金額 100円につき金100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。 

利 率 年 0.020 パーセント 払 込 期 日 令和３年２月 25 日 

利 払 日 毎年３月 20 日及び９月 20 日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店 

償 還 期 限 令和８年３月 19 日 振 替 機 関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、令和３年９月 20 日を

第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年３月 20 日及び９月

20 日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から令和３年３月20日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り

上げる。 

(4) 償還期日後は、利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

   各債券の金額 100 円につき金 100 円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、令和８年３月 19 日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保  本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところによ

り、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産につ

いて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&I からＡＡ＋の信用格付を令和３年２月 18 日付で取得

している。 

R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対する R&I の意見である。R&I は

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク

等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の信

用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、

R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確

性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、

いかなる保証もしていない。 

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じている

が、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必

要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I の

ホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・

コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手

することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-6273-7471 

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡ１の信用格付を令和３年２月 18 日付

で取得している。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対

的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用

リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォル

ト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。

ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及び

その他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又

は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を

推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これら

の格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の

目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証も行っていない。

発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評

価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有

し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであるこ

とを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査

を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認すること

はできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。

また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下

げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関す

る情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ムーディーズ・ジャパン」

をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載さ

れている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することが出来ない

可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 
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摘   要 

 

２．募集の受託会社 

(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社み

ずほ銀行とする。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。 

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機

構及び募集の受託会社との間の令和３年２月 18 日付第 144 回鉄道建設・運輸施設整

備支援機構債券（サステナビリティボンド）募集委託契約証書（以下「募集委託契約」

という。）に定める職務を行う。 

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益

を失う。 

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に

違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機構

が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められた

保証債務を履行すべき期間の 終日から５営業日以内にその履行がされないとき。

ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 30 億円を超えない場合は、この限りで

ない。 

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。 

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他こ

れらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することがで

きる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、当

機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。 

(2) 債権者集会は、東京都において行う。 

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。 
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(4) 本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入

しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的で

ある事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会

の招集を請求することができる。 

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額を

除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しな

い。 

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総

額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決

権を有する者の同意がなければならない。 

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べるこ

とができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の

受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。

書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提

出する。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、業

務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 

 

 



 - 5 - 
 

２．債券の引受け及び債券発行事務の委託（５年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 

みずほ証券株式会社 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

大和証券株式会社 

 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 

百万円 

4,000 

3,000 

3,000 

 

１．引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 

２．本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

2,250 万円

とする。 
計  10,000 

債
券
発
行
事
務
の
受
託 

債 券 発 行 事 務 

受 託 会 社 の 名 称 
住    所 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 
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３．新規発行債券（10 年債） 

銘 柄 

第 145 回鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構債券 

（サステナビリティボンド） 

債 券 の 総 額 金 6,600,000,000 円 

社債、株式等の 

振 替 に 関 す る 

法 律 の 適 用 

本債券は、社債、株式等の振替に

関する法律（平成 13 年法律第 75

号）の規定の適用を受けるものと

する。 

発 行 価 額 

の 総 額 
金 6,600,000,000 円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 令和３年２月 18 日 

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金100円 申 込 証 拠 金 

各債券の金額 100円につき金100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。 

申込証拠金には、利息を付けない。 

利 率 年 0.180 パーセント 払 込 期 日 令和３年２月 25 日 

利 払 日 毎年６月 20 日及び 12 月 20 日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店 

償 還 期 限 令和 13 年２月 25 日 振 替 機 関 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、令和３年６月 20 日を

第１回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年６月 20 日及び 12 月

20 日の２回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2) 発行日の翌日から第１回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。 

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り

上げる。 

(4) 償還期日後は、利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

   各債券の金額 100 円につき金 100 円 

２．償還の方法及び期限 

(1) 本債券の元金は、令和 13 年２月 25 日にその総額を償還する。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保  本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところによ

り、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）の財産につ

いて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。） 

本債券について、当機構は R&I からＡＡ＋の信用格付を令和３年２月 18 日付で取得

している。 

R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対する R&I の意見である。R&I は

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク

等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の信

用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、

R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確

性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、

いかなる保証もしていない。 

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じている

が、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必

要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I の

ホームページ（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・

コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手

することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

R&I:電話番号 03-6273-7471 

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。） 

本債券について、当機構はムーディーズからＡ１の信用格付を令和３年２月 18 日付

で取得している。 

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対

的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用

リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォル

ト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。

ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及び

その他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資又

は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を

推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これら

の格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の

目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証も行っていない。

発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は公開情報に基づき評

価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有

し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであるこ

とを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査

を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認すること

はできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。

また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下

げることがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ（http://www.moodys.co.jp/）の「当社格付に関す

る情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ムーディーズ・ジャパン」

をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載さ

れている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することが出来ない

可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。 

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100 
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２．募集の受託会社 

(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社み

ずほ銀行とする。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。 

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機

構及び募集の受託会社との間の令和３年２月 18 日付第 145 回鉄道建設・運輸施設整

備支援機構債券（サステナビリティボンド）募集委託契約証書（以下「募集委託契約」

という。）に定める職務を行う。 

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益

を失う。 

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に

違背し、５営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず５営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機構

が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められた

保証債務を履行すべき期間の 終日から５営業日以内にその履行がされないとき。

ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が 30 億円を超えない場合は、この限りで

ない。 

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の１箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。 

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他こ

れらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。 

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各１種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することがで

きる。 

６．債券原簿の公示 

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本要項の変更 

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。 

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、当

機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。 

８．本債券の債権者集会 

(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。 

(2) 債権者集会は、東京都において行う。 

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の３週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。 
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(4) 本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入

しない。）の 10 分の１以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的で

ある事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会

の招集を請求することができる。 

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額を

除く。）に応じて、議決権を有するものとする。 

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しな

い。 

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総

額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決

権を有する者の同意がなければならない。 

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べるこ

とができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の

受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。

書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第５項(2)に定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

９．募集の受託会社への事業概況等の報告 

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提

出する。 

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、業

務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 
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４．債券の引受け及び債券発行事務の委託（10 年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 

みずほ証券株式会社 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

大和証券株式会社 

 

東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 

 

百万円 

2,800 

1,900 

1,900 

 

１．引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 

２．本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

1,980 万円

とする。 
計  6,600 

債
券
発
行
事
務
の
受
託 

債 券 発 行 事 務 

受 託 会 社 の 名 称 
住    所 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

 

５．本債券の発行により調達する資金の使途 

 (１) 新規発行による手取金の額 

 

払 込 金 額 の 総 額 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 差 引 手 取 概 算 額 

16,600,000,000 円 49,430,077 円 16,550,569,923 円 

 （注）上記金額は、第 144 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリティボンド）及び第 145 回鉄道建

設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリティボンド）の合計金額です。 

 

(２) 手取金の使途 

上記の手取概算額 16,550,569,923 円は、令和３年３月までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

第 13 条第１項第６号及び第 11 号の業務に充当する予定です。 

 

当機構は、サステナビリティファイナンスを行うために、以下の基準等に則したサステナビリティファイナンス・

フレームワークを策定しました。当機構のサステナビリティファイナンスは、環境（グリーン）性と社会（ソーシ

ャル）性の両方への貢献、債券発行（ボンド）や市中借入（ローン）などを内包した資金調達手段です。 

 

・ 「気候ボンド標準 3.0 版（Climate Bond Standard（Version3.0））」、「低炭素陸上交通及び気候ボンド標準 1.0

版（Low Carbon Land Transport and the Climate Bonds Standard（Version1.0））」：国際 NGO である気候ボ

ンドイニシアチブ（以下「CBI」という。）策定 

・ 「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2018」、「ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）

2018」、「サステナビリティボンド・ガイドライン（Sustainability Bond Guidelines）2018」、「持続可能な開

発目標へのハイレベルマッピング 2018」：国際資本市場協会（ICMA）策定 
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・ 「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」：環境省策定 

・ 「グリーンローン原則（Green Loan Principles）2018」：英国のローン・マーケット・アソシエーション（Loan 

Market Association）及びアジア太平洋地域のアジア・パシフィック・ローン・マーケット・アソシエーショ

ン（Asia Pacific Loan Market Association）策定 

 

＜サステナビリティファイナンス・フレームワーク＞ 

① 調達資金の使途 

・ サステナビリティファイナンスにて調達した資金は、「鉄道建設プロジェクト（建設勘定）」、「船舶共有建造プ

ロジェクト（海事勘定）」の建設/建造資金または借換資金に充当されます。 

・ 両プロジェクトを通じて、下記の国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献します。 

両プロジェクトが貢献する目標 

９.産業と技術革新の基盤をつくろう 

11.住み続けられるまちづくりを 

13.気候変動に具体的な対策を 

船舶共有建造プロジェクトが貢献する目標 

８.働きがいも経済成長も 

14.海の豊かさを守ろう 

② プロジェクトの評価と選定のプロセス 

・ 当機構が実施するプロジェクトについては、国土交通政策の一部として環境面を含む専門的知見のある外部機

関が関与する等して評価・選定されております。 

・ また環境改善効果（CO2 削減等）の観点からのプロジェクトの検討は、当機構の各事業部が実施しております。 

③ 調達資金の管理 

・ 調達資金の経理区分や資金使途の適切性は会計検査院の検査や業務監査、監査法人の会計監査などにより常時

点検・確認されており、調達資金の管理の適切性は確保されております。 

・ 当機構では業務に応じ５つの勘定による区分経理を実施しております。また各プロジェクト単位で個別の資金

管理を実施している為、調達資金が他のプロジェクトに充当されることはありません。 

④ レポーティング 

・ 毎年度、当機構 HP 掲載の事業報告書等で各プロジェクト毎の支出状況等を開示しております。 

・ 加えて、環境的・社会的便益や調達資金の充当状況については、当機構 HP で年１回程度、開示予定です。 

 

サステナビリティファイナンスに対する第三者評価として、DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式

会社（以下「DNV GL」という。）より、「サステナビリティファイナンス適格性検証報告書」を取得しております。

当該報告書において、当機構のサステナビリティファイナンスが前述の基準等に適合する旨確認されております。 

また、当機構のサステナビリティファイナンス・フレームワークによるサステナビリティボンドについては、ア

ジアで初めて CBI からのプログラム認証を取得しております。 

 

【参考】サステナビリティファイナンス適格性検証報告書（発行者：DNV GL） 

https://www.jrtt.go.jp/ir/asset/sustain-20190131Japanese.pdf 
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第２ 参照情報 

１．参照書類 

当機構の経理の状況等、その他の事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項については、本説明書法人情報

の部（令和２年８月21日現在）をご参照下さい。 

 

２．参照書類の補完情報 

（Ⅰ）「事業等のリスク」について 

本債券の発行者である当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなす本説明書法人情報の部

（令和２年８月21日現在）に記載の「事業等のリスク」について、本説明書証券情報の部作成日（令和３年２月18日）

までの間に生じた変更その他の事由はありません。また、本説明書法人情報の部には、将来に関する事項が記載され

ておりますが、本説明書証券情報の部作成日（令和３年２月18日）現在においてもその判断に変更はありません。 

 

（Ⅱ）その他 

上記「（Ⅰ）「事業等のリスク」について」のほか、本説明書法人情報の部（令和２年８月21日現在）につき、本説

明書証券情報の部作成日（令和３年２月18日）までの間において変更が生じた事項を以下に一括して記載いたします

（変更箇所は下線で示しております。）。 
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第１ 法人の概況 

３．事業の内容 

（３）組織図（令和３年２月 18 日現在） 

 

共 済 業 務 室

東 京 支 社

大 阪 支 社

北 海 道 新 幹 線 建 設 局

九 州 新 幹 線 建 設 局

関 東 甲 信 工 事 局

共 有 船 舶 建 造 支 援 部 （建造支援課、建造促進課、技術企画課、技術支援課）

国 鉄 清 算 事 業 管 理 部 （管理課、職員課、用地業務課）

経 営自 立 推進 ・ 財務部 （経営自立推進・財務企画課、財務管理課）

建 設 部 （建設第一課、建設第二課）

国 際 部 （国際管理課、国際推進課、国際支援課）

共 有 船 舶 企 画 管 理 部 （経営企画課、管理課、特別管理課）

監 事 （ ３ ） 電 気 部 （電気管理課、電力課、信号通信課）

新 幹 線 部 （新幹線第一課、新幹線第二課、新幹線第三課、新幹線第四課）

工 務 部 （工務第一課、工務第二課）

理 事 長 代 理 用 地 部 （用地管理課、用地課）

理 事 （ ７ ） 設 備 部 （軌道課、機械課、建築課）

理 事 長 技 術 企 画 部 （技術企画課、調査課、積算課、運輸計画課）

副 理 事 長 設 計 部 （設計第一課、設計第二課）

事 業 監 理 部 （監理総務課、事業監理課、計画課、工事契約監理課）

施 設 管 理 部 （鉄道施設貸付課、鉄道施設譲渡課）

鉄 道 助 成 部 （特定財源管理課、助成第一課、助成第二課）

企 画 部 （企画課、地域公共交通等出資・貸付課、鉄道総合支援課、情報システム課）

経 理 資 金 部 （予算課、財務課、資金企画課、資金管理課、会計課）

審 査 部 （地域公共交通等審査・モニタリング課、国際出資審査課、国際出資モニタリング課）

工 務 ・ 建 設 統 括 役

経 営 自 立 推 進 統 括 役

審 議 役

監 査 部

総 務 部 （総務課、広報課、秘書課、人事課、労務課、厚生課）

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構組織図

渉 外 ・ 用 地 統 括 役

監 査 ・ 事 業監 理 統 括役

審 査 ・ 施 設管 理 統 括役

鉄 道 助 成 統 括 役
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（４）日本政府との関係について 

②役員について 

当機構の理事長については通則法第 20 条第１項により、監事については同条第２項により国土交通大臣が任命

し、副理事長及び理事については同条第４項により理事長が任命しております。なお、通則法第 23 条により、国土

交通大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員を解任することができるとされております。 

 

（６）当機構の業務内容について 

②国際業務 

当機構は海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成 30 年法律第 40 号）に基づき、従来

より他の業務の遂行に支障の無い範囲内で行ってきた海外の鉄道に関する技術協力等の業務に加え、我が国の新幹線

技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外高速鉄道に関する調査等の業務及び海外の高速鉄道に関する

調査等の全部又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行います。 

 

③船舶共有建造業務 

   ＜船舶使用料収入の推移＞  (単位：百万円） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

旅客船船舶使用料 5,018 5,341 5,222 5,300 5,633 

貨物船船舶使用料 21,568 20,911 20,140 19,427 19,770 

合 計 26,587 26,252 25,362 24,727 25,402 

 

④地域公共交通等出資業務 

当機構は、資金提供による持続可能な地域旅客サービスの提供の確保、安全性・利便性を高める鉄道施設の整備や

物流拠点施設の整備への支援のために出資や貸付け業務を行います。 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）並びに、流通業務の総合化及び効率化の促

進に関する法律（平成 17 年法律第 85 号）に基づく認定を受けた事業について、当機構が定める条件を満たす事業が

出資や貸付け等の対象となり、その原資は産投出資資金、財政融資資金です。 

これにより、事業を進めるに当たって必要となる初期資金について、柔軟な資金調達が可能となるとともに、地元

企業、金融機関等から必要な民間資金を呼び込むことが期待できます。 

また、出資や貸付け後において、まちづくり、観光振興等の地域戦略と十分に連携し、これらの施策効果が 大限

に発揮されるよう配慮すると共に、そのリスクを継続的に把握・評価し、適切なリスク管理を行います。 

 

⑥鉄道助成業務 

（ｳ）低利資金の融通又は無利子での貸付 

（略） 

貸付金については、東京メトロは平成 26 年３月をもって完済され、旧公団（建設勘定）は令和３年２月 18

日現在残高が 50,535 百万円です（旧公団・旧事業団から当機構への移行・統合に伴い、無利子貸付は助成勘定

と建設勘定間の事業資金の繰入・繰戻の形で行われております。）。 

 

（７）損益構造について 

③地域公共交通等勘定 

地域公共交通出資等業務のうち出資業務については、地域公共交通活性化再生法に基づく認可を受けた事業につい

て中長期的な収益が見込まれる等の場合、産投出資を原資として出資を行うことになっており、一般管理費等につい
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ては、国から受け入れる運営費交付金でまかなわれております。また都市鉄道融及び物流施設融資業務は、「認定地

域公共交通利便増進実施計画に定められた都市鉄道に係る鉄道施設の建設」に必要な資金の貸付け、及び「認定総合

効率化事業」の実施に必要な資金の貸付けを行うことになっており、財政融資資金からの借入金利息と貸付先への貸

付金利息が見合っているため損益が生じない構造となっており、一般管理費等については、運営費交付金及び貸付先

から収受する管理費収入でまかなわれております。 

（略） 

 

第２ 事業の状況 

２．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

（１）鉄道建設業務関係 

（略） 

当機構は、この事案を重く受け止めて、職員一人一人が情報の守秘等の法令遵守を徹底し、業務を適正に行うこと

により、関係者の皆様からの信頼回復に努めて参りたいと考えております。 

また、北陸新幹線（金沢・敦賀間）の建設については、工期の遅延と事業費の大幅な増嵩が見込まれることとなり、

国土交通省において、令和２年 11 月に外部有識者からなる「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」が

設置され、工期遅延・事業費増嵩に至った事実関係の検証が行われました。その結果、令和元年度の時点において既

に、当機構における工程管理・事業費管理の体制やルール、沿線自治体等との情報共有のあり方に重大な課題が存在

していることが明らかとなったとして、令和元年度の業務実績評価において整備新幹線整備事業の工程管理及び事業

費管理の項目について、抜本的な改善を求める必要があるとされ、通則法第 32 条第６項の規定に基づき、工程管理・

事業費管理の体制の見直し（事業執行体制の強化）をはじめとする改善措置を速やかに講ずるよう、令和２年 12 月 22

日に国土交通大臣から命令を受けました。これを受けて、当機構において講じる措置を令和３年１月 29 日に国土交通

大臣へご報告するとともに公表いたしました。 

新幹線整備については、その整備を長年にわたり切望してこられた地域の方々の思いやご尽力、さらに無数の関係

者の方々の努力の上に初めて実現するものであり、当機構の全役職員がそのことを肝に銘じ、ご報告しました改善措

置を確実に実施することで、地元自治体の方々をはじめとする社会からの信頼の回復に努めてまいります。 

また、ご報告した内容にとどまらず、関係者とも連携して徹底的な組織改革を進めていくことにより、当面の 大

の課題であります北陸新幹線（金沢・敦賀間）の確実な開業を実現するとともに、北海道新幹線、九州新幹線等の他

の事業を確実に推進できるような体制を整え、地域の方々、そして国民の皆様の期待に応えられる組織となることを

目指してまいります。 

＜改善措置（抜粋）＞ 

１．工程管理・事業費管理の体制の見直し（事業執行体制の強化） 

（１） 北陸新幹線の建設遂行に第一義的な責任を持つ地方組織の業務執行体制を強化するため、、令和２年度末で

大阪支社を廃止し、令和３年４月から新たに北陸新幹線建設局（仮称。以下同じ。）を置く。 

（２） 北陸新幹線建設局では、局長を福井市、副局長を小松市に配置する。また、一定のエリアごとに、工程・事

業費管理に係る責任者を明確化し、それぞれを現場の中心である小松市、福井市、敦賀市に配置するととも

に、工事が逼迫している箇所では、工事の着実な遂行に必要な人員体制を各地に配置する。（局長、副局長、

各エリアの責任者の配置は本年４月に実施予定（一部の職員は１月に実施済み）。それ以外の事項も順次速

やかに実施。） 
 

２．工程管理・事業費管理のルールの見直し（本社のチェック機能の強化） 
（本社によるリスクの迅速な把握） 

（１） 建設局において、一定の工期遅延（１カ月を想定）が見込まれる場合や、一定の増嵩（各工区内の個別工事

ごとに１億円を想定）が見込まれる場合には、直ちに本社に報告させるとともに、対策の実施前に本社の了

承を得させることなどをルール化し、本社レベルで対応が必要な事象の早期の把握を図る。また、本社にお

いては、リスク対応が円滑に行えるよう、適時適切に現地確認を行う。 
（事業総合管理委員会の設置） 
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（２） 工期と事業費が結果的にトレードオフ関係になった場合に対応可能となるよう、工程管理委員会と総額管理

委員会とを統合し、事業総合管理委員会を設置して工程と事業費を同時かつ総合的に審議する。 

また、工程管理・事業費管理の客観性・多面性を高める観点から、第三者の視点からの意見を継続的に取り

入れる仕組みを導入することとする。 
（第三者委員会による客観的な評価・助言） 

（１） 現在、国土交通省が開催している「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」において、工程管

理・事業費管理の状況について客観的な視点でチェックをいただいている。こうした外部有識者からの助言

を継続的にいただくこととし、当機構が自ら行った工程管理・事業費管理の結果について客観的な評価や助

言を仰ぐこととする。（四半期ごとの開催を想定） 
以上に加え、工期が逼迫する中で工事の契約後に大幅な設計見直しが頻繁に行われてしまっていたような発注を

防止するための方策の検討、詳細設計から施工者が関与する方式の導入検討など、工程管理や事業費管理を適切に

行うため、他の公共事業で既に取り入れられている先進的な取組みも参考にしながら必要と考えられる各種方策を

引き続き検討していくこととする。 
 

３．関係自治体等との情報共有の拡充 

（１） 関係自治体等で構成する会議体を、ハイレベル及び実務担当者レベルのそれぞれで設置し、定期的に、各工

区の工事の進捗状況、事業費の執行状況、発生しているリスク要因等について、体系的に情報共有する。 
①「北陸新幹線金沢・敦賀間工程・事業費管理連絡会議」（年３～４回程度） 

 構成メンバー 
 自治体：石川県及び福井県の担当副知事 
 国土交通省：鉄道局次長、技術審議官 
 営業主体：西日本旅客鉄道株式会社 担当役員 
 当機構：担当理事、大阪支社長（令和３年４月～北陸新幹線建設局長） 

②「連絡会議幹事会（仮称）」（①と併せて月 1 回程度） 
 構成メンバーのイメージ 
 自治体：石川県及び福井県の部長級、関係市町村 
 国土交通省：鉄道局課長級 
 営業主体：西日本旅客鉄道株式会社 
 当機構：本社新幹線部長、大阪支社長（令和３年４月～北陸新幹線建設局長） 
 ※必要に応じて、オブサーバーとしてＪＶが参加 
（①は、1 月 22 日に第一回の会議を開催済み。②も、２月中に第一回の会議を開催する予定） 
 

（２） 北陸新幹線建設局の局長、副局長を福井市、小松市に置くとともに、渉外担当の職員をそれぞれ配置するこ

とにより、地元自治体の幹部等とのコミュニケーションを積極的にとれる体制をとることとする。（１．（２）

にも同旨記載。） 
 
上記（１）の措置については、まず北陸新幹線について速やかに講じるが、北陸新幹線以外の鉄道建設について

も、線区ごとの工事の進捗状況及び事業費の執行状況等を踏まえつつ、関係自治体等とよくご相談しながら、線区

の状況に応じて必要な措置を講じていく 
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（２）海事関係 

（参考２）共有建造事業の未収金対策への取組みについて 
１．経緯及び現状認識 

共有建造事業に係る未収金については、経済状況の低迷に伴う荷動きの低下と物流コスト削減の動き、船腹調整

廃止等の規制緩和の影響等により、平成 10 年度以降増加しておりましたが、平成 17 年度以降減少に転じ令和元年

度末では約 22 億円となりました。 

 

＜過去５年間の未収金の推移＞                       （単位：百万円） 

 
旅客船 

船舶使用料（注１） 

貨物船 

船舶使用料（注２）

売却代金 

未収等 
計（注3） 

対前年度増減

（△）額 

平成27年度 (744) 6,039 1,572 4,897 12,508 △1,375 

平成28年度 (858) 5,313 994 4,117 10,424 △2,084 

平成29年度 (722) 3,324 852 1,866 6,042 △4,382 

平成30年度 (834) 1,234 691 560 2,485 △3,557 

令和元年度 (990) 1,348 403 441 2,192 △294 

 

（注１）（  ）は、内数で離島航路事業者の年間船舶使用料を翌年度４月に一括して支払う特約を締結しているも

のです。これらは、年度末に未収金として経理処理されますが、翌年度４月に国等の補助金等を原資に一括

返済されます。 

（注２）貨物船には、内航船及び近海船を含みます。 

（注３）会計処理上の期日未到来未収金を含まないため、貸借対照表における未収金残高と合致しません。 

 

（略） 

 

３．未収金管理体制の強化についての進捗状況 

②上記で述べたように未収事業者の中には、既にリスケジュール等により計画的な回収が図られているものが多数

含まれており、未収金のうち相当部分は回収の目途が立ったものとなっています。船舶使用料の回収率も、着実に

改善してきており、平成 12 年には約 85％であったものが、平成 29 年度から令和元年度の間では一時的なものを

除いて 100％の回収率となりました。 

 

 

（５）広報 

 業務の透明性を確保するため、ホームページ及び広報誌等の媒体を活用して総合的かつ適切な広報・情報提供に努

め、業務の実施状況に関する情報の定期的な公表等を行います。 

① 財務諸表等の公開 

財務諸表等において、当機構に関する省令（平成 15 年国土交通省令第 102 号）第９条に基づき、勘定区分による各

事業の経営成績を明らかにし、さらにセグメント情報を開示いたします。また、評価及び監査に関する事項として、

年度業務実績評価、監査報告、会計監査報告及び会計検査院検査報告等についても、財務諸表等と併せて、各事務所

に備えて置き一般の閲覧に供するほか、ホームページに掲載し情報提供を行っております。 

② 業務実績等報告書の公開 

通則法に基づき、国土交通大臣より指示された中期目標を達成するための中期計画及び実施するための年度計画の

実施状況について、業務実績等報告書を作成し公開しております。業務実績等報告書については、各事務所に備えて

おき一般の閲覧に供するほか、ホームページに掲載し情報提供を行っております。 

③ ホームページ及びソーシャルメディア 

上記①及び②のほか、当機構の業務等の情報は、利用者が見やすく興味を持てるように情報を適宜に更新し、各事

業のパンフレットやプレスリリース資料、広報誌も掲載するなど色々な形の情報を掲載することでその充実を図って

おります。 

また、当機構ではプライバシーポリシーを定めて皆さまが安心して、ホームページからご意見・お問合せを行うこ
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とができるように窓口を整備しております。 

さらに、ソーシャルメディアを利用して、業務を視覚的に理解できるような分かりやすい情報の発信に努めており

ます。 

④ パンフレット及び広報誌 

当機構が果たしている役割、業務について国民の理解をより促進するため、各種パンフレットを発行しております。 

また、四半期ごとに広報誌「鉄道・運輸機構だより」を発行し、積極的に情報発信を進めております。 

 

５．財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

（２）財政投融資対象事業に関する政策コスト分析について 

政策コスト分析は、財政投融資を活用している事業の実施に伴い、国（一般会計等）から将来にわたって投入され

る補助金等の額を割引現在価格に引き直して試算したもので、将来の国民負担に関するディスクロージャーを一層進

めるとの観点から行われております。 

当機構の政策コスト分析は建設勘定、海事勘定及び地域公共交通等勘定が対象となっております。詳細につきまし

ては、財務省ホームページ（https://www.mof.go.jp/filp/summary/policy_cost_analysis/index.htm）をご参照下さ

い。 
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６．研究開発活動 

（４）特許権等 

令和 3 年 2 月 18 日現在、当機構名で登録している特許権の件数並びに当機構名で出願中の特許権の件数は、次

の通りです。 

区 分 登録 出願中 

特 許 権 82 9 

 

第４ 法人の状況 

２．役員の状況（令和３年２月 18 日現在） 

役職名 氏   名 任   期 略     歴 

副理事長 水 嶋   智 
自 令和３年１月６日 

至 令和５年９月30日 

昭和61年３月運輸省入省 
令和元年７月国土交通省鉄道局長 
令和２年７月国土交通省大臣官房長 

理事長代理 小 瀬 達 之 

(令和元年７月９日) 

自 令和元年10月１日 

至 令和３年９月30日 

昭和63年４月運輸省入省 
平成30年７月国土交通省大臣官房政策評価審議官（大臣官

房秘書室長併任） 
令和元年７月鉄道・運輸機構理事 

理 事 勝 山   潔  
自 令和２年７月21日 

至 令和３年９月30日 

平成２年４月運輸省入省 
平成28年６月海上保安庁総務部人事課長 
平成30年７月海上保安庁第六管区海上保安本部長 

理 事 西 川   浩 

（平成29年10月１日） 

自 令和元年10月１日 

至 令和３年９月30日 

昭和57年４月住友海上火災保険㈱入社 
平成26年４月三井住友海上火災保険㈱理事 総務部長 
平成29年４月三井住友海上火災保険㈱金融公務営業推進本 

部公務部開発顧問 

理 事 

（非常勤） 
吉 田 育 代 

自 令和元年10月１日 

至 令和３年９月30日 

昭和61年６月(財)日本経済研究所入社 
平成25年４月㈱日本経済研究所執行役員調査本部長 
平成27年４月㈱日本経済研究所執行役員調査本部上席研究

主幹 

理 事 木 村 岩 雄 

（平成29年10月１日） 

自 令和元年10月１日 

至 令和３年９月30日 

昭和56年４月東京海上火災保険㈱入社 
平成24年６月東京海上日動火災保険㈱執行役員（横浜中央

支店長委嘱） 
平成26年４月東京海上日動火災保険㈱常務執行役員 

理 事 重 冨   徹 
自 令和元年10月１日 

至 令和３年９月30日 

昭和61年４月運輸省入省 
平成27年４月日本小型船舶検査機構業務部長 
平成29年４月国土交通省海事局検査測度課長 

理 事 髙 瀨 昭 雄 

（平成30年４月１日） 

自 平成31年４月１日 

至 令和３年３月31日 

昭和55年４月日本鉄道建設公団入社 
平成28年４月鉄道・運輸機構審議役 
平成29年４月鉄道・運輸機構工務・建設統括役 

理 事 湯 山 和 利 

（平成30年４月１日） 

自 平成31年４月１日 

至 令和３年３月31日 

昭和56年４月日本国有鉄道入社 
平成28年４月鉄道・運輸機構鉄道建設本部計画部長 
平成29年４月鉄道・運輸機構事業監理部長 

監 事 竹 下 正 敏 

自 平成30年８月１日 

至 令和４事業年度の 

  財務諸表承認日 

昭和57年４月住友商事㈱入社 
平成28年４月住友商事㈱中部業務企画部長（兼 関西業務企

画部長付） 
平成28年10月住友商事㈱中部業務企画部長（兼 国内業務企

画部長付） 

監 事 山 岸 一 生 

自令和２年８月24日 

至 令和４事業年度の 

  財務諸表承認日 

平成元年４月警察庁入庁 
平成30年４月警察庁関東管区警察局総務監察部長 
令和２年４月警察庁関東管区警察局総務監察部長兼関東管

区警察学校長 
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監 事 豊 浦 浩 二 

自 平成30年８月１日 

至 令和４事業年度の 

  財務諸表承認日 

昭和61年４月㈱三和銀行入行 
平成26年６月㈱三菱東京ＵＦＪ銀行本部審議役 
平成27年６月㈱名村造船所経営業務本部副本部長（兼 本社

長） 

 

３．コーポレート・ガバナンスの状況 

（１）日本政府との関係について 

②役員の任命・解任 

当機構の理事長及び監事は、通則法第 20 条により、国土交通大臣が任命し、また通則法第 23 条により、国土交

通大臣が解任することができることになっております。 

当機構の副理事長及び理事は、通則法第 20 条により理事長が任命し、また通則法第 23 条により理事長が解任す

ることができることになっておりますが、役員の任命・解任の時は、遅滞なく国土交通大臣に届け出るとともに、

これを公表することになっております。 

 

第６ 法人の参考情報 

  



 
 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
第 ４ 期 中 期 計 画 

平成３０年３月 
 

平成３０年３月３０日 
（変更）平成３０年９月２０日 

（変更）令和３年１月５日 
 

 
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第４期中期計画 

 
１．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 
 

我が国は、人口急減、少子化、超高齢化という大きな課題に直面しており、
このような社会的な制約を解決するため、運輸分野において公共交通の果たす
役割は大きい。 
そのため、国においては「交通政策基本計画」（平成２７年２月１３日閣議

決定）等を定め、我が国社会の持続的発展のため、様々な政策を実現しようと
している。 
鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、このような

政策を実現するため、確かな技術力、豊富な経験、高度な専門知識を最大限に
発揮し、持続可能で活力ある国土・地域づくりの実現に貢献するという役割を
果たす必要がある。 

  その際留意すべきは、これら政策のすべてを機構が実施するのではなく、
民間企業等のみで実施できることはそれらに任せ、民間企業等のみでは実現
できない役割を果たすことが重要である。 
特に、整備新幹線整備や都市鉄道利便向上施策、我が国鉄道技術の海外展開

に向けた取組みなどは、機構が有する高速鉄道その他の鉄道建設に関する技術
や知見を十分に活用するものである。また、船舶共有建造事業などは、民間に
任せるだけでは課題の解決が進まない状況であることから、国内海運政策を実
現するために必要不可欠な業務について、民業補完する形で実施するものであ
る。 

  これらの役割を果たし、国土交通大臣が定めた機構の中期目標（平成３０
年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間の目標。以下「中期目標」
という。）を達成するため、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）
第３０条第１項の規定に基づきとるべき措置等を以下のとおり定める。 

 
２．中期計画の期間 
 
  平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間とする。 
３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達
成するためとるべき措置 

 
（１）鉄道建設等業務 

機構は、鉄道建設業務に関する総合的なマネジメントを行える我が国
唯一の公的な整備主体として、国民生活の向上や経済社会の発展、地球
環境にやさしい交通ネットワークの構築に資する良質な鉄道を所定の工
期内に安全にかつ経済的に建設することを推進する。これらの実施に当
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たっては、環境保全、都市計画との整合等鉄道建設に関わる課題へ適切
に対応するとともに、技術力の向上、技術開発の推進と公表、工事コス
トの縮減、適切な事業費の設定・管理を通じた鉄道建設の業務の質の確
保を図りつつ、整備新幹線整備事業、都市鉄道利便増進事業、民鉄線及
び受託事業等における所要の業務を遂行する。 
 

① 整備新幹線整備事業  
建設中の新幹線の各路線について、工事完成予定時期を踏まえ、事業

を着実に推進するため、事業費及び工程の管理を適切に行うとともに、
公的整備主体として関係者との連携・調整を図り、今中期計画期間中に
おいては以下のとおり各路線の目標達成を目指す。 

 
ａ．北海道新幹線（新函館北斗・札幌間） 

工事実施計画に基づく平成４７年度末までの完成・開業予定に対し、
「整備新幹線の取扱いについて」（平成２７年１月１４日政府・与党申
合せ。以下「政府・与党申合せ」という。）による平成４２年度末の完
成・開業に向けて、概ね平成３４年度末までにトンネル及び高架橋等
の発注を完了し、土木工事の進捗を図る。 

 
ｂ．北陸新幹線（金沢・敦賀間） 

当初の工事実施計画に基づく平成３７年度末までの完成・開業予定
に対し、政府・与党申合せによる平成３４年度末の完成・開業。 

 
ｃ．九州新幹線（武雄温泉・長崎間） 

九州新幹線（西九州ルート）の開業のあり方に係る六者合意（平成
２８年３月２９日）に基づき、平成３４年度に対面乗換方式により開
業。 

 
なお、事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建設

する重要性にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗して
いるかを適切に把握する。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努
め、想定できなかった現地状況に対応する必要性が生じた等、工事実施
計画の認可の後に不測の事態が生じた場合を除き、認可の際の事業費を
上回らないようにするとともに、各年度に行ったコスト縮減効果につい
て整理・機構内での共有を図り、かつ、中期目標で示された事業の各段
階における留意事項を踏まえ、事業を遂行する。今中期計画期間中にお
いては、全ての線区で工事実施段階にあるため、品質を確保しつつ、合
理的かつ効率的な工事の実施に努めるとともに、安全な事業遂行に万全
を期す。さらに、開業準備段階に移行する線区においては、開業に向け、
様々な諸試験や検査を行うこととなるため、各作業を行う部門ごとの連
携を十分に密なものとする。 
また、工事の進捗状況をホームページ等で公表する。未着工区間につ

いて、調査を適切に実施するとともに、国民への説明責任を果たすため、
調査結果について詳細な情報開示を行う。 

 
② 都市鉄道利便増進事業等  
(a) 都市鉄道利便増進事業 

工事完成予定時期を踏まえ、事業を着実に推進するため、事業費及
び工程の管理を適切に行うとともに、公的整備主体として関係者との
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連携・調整を図り、今中期計画期間中においては、以下のとおり各路
線の目標達成を目指す。 

 
ａ．神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線） 

平成３１年度下期の開業 
 

ｂ．神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線） 
平成３４年度下期の開業 

 
なお、事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建

設する重要性にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗
しているかを適切に把握する。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮
減に努め、想定できなかった現地状況に対応する必要性が生じた等、
速達性向上計画の認定の後に不測の事態が生じた場合を除き、認定の
際の事業費を上回らないようにするとともに、各年度に行ったコスト
縮減効果について整理・機構内での共有を図り、かつ、中期目標で示
された事業の各段階における留意事項を踏まえ、事業を遂行する。今
中期計画期間中において、神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線）は
開業準備段階にあるため、開業に向け、様々な諸試験や検査を行うこ
ととなるため、各作業を行う部門ごとの連携を十分に密なものとする。
神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線）は工事実施段階にあるため、
品質を確保しつつ、合理的かつ効率的な工事の実施に努めるとともに、
安全な事業遂行に万全を期す。また、開業準備段階に移行した後は、
開業に向け、様々な諸試験や検査を行うこととなるため、各作業を行
う部門ごとの連携を十分に密なものとする。 

 
(b) 民鉄線事業 

      安全かつ着実な事業の推進のため関係者との連携を図りながら、以
下のとおり目標達成を目指す。 

 
・小田急小田原線 

       平成３０年度の事業完了 
 

③ 鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援 
機構が有する総合的技術力、中立性を活かして社会に貢献する観点か

ら、受託工事について、協定に基づいた工事完成予定時期及び事業費の
管理を徹底し、着実に推進する。受託調査については、国土交通省の関
連施策との連携を図りつつ、地方公共団体や鉄道事業者等からの要請を
踏まえ、鉄道計画に関する調査の支援を実施する。 
なお、鉄道事業者から新たな工事の受託要請があった場合は、外部有

識者からなる「鉄道工事受託審議委員会」において審議し、同委員会の
意見を踏まえつつ、受託の可否について決定する。また、受託工事に係
るコスト縮減について、同委員会において随時検証し、その結果をホー
ムページ等で公表する。 
さらに、大規模災害等の発生時においても、これまでの復旧・復興支

援の経験を活かし、国や地方公共団体等からの要請があった場合は、そ
の支援等に積極的に取り組む。 
また、機構がこれまでに培ってきた鉄道分野の総合的な技術力を活用

して、地域鉄道事業者等に対する次の技術支援を実施する。 
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「鉄道ホームドクター制度」を用いて、地域鉄道事業者等の要請に応
じ、その鉄道施設の保全・改修等に係る技術的な事項について、適切か
つ極力きめ細やかに助言する。鉄道施設等に係る技術的な情報の提供等
地域における交通計画の策定等に資する支援を実施する。これらの地域
鉄道事業者等への技術支援等を適切に実施し、当該地域鉄道事業者等に
対するアンケート調査（５段階評価）で平均３．０以上の評価を得るこ
とを目指す。 
地域鉄道事業者、地方公共団体及び国土交通省等の地域鉄道に係わる

諸機関と緊密に連携して、機構の技術支援に係る情報の収集・発信に努
め、その一層の利用を促進する。 
さらに、地域鉄道事業者等の懸案とされている設備の老朽化について、

情報収集を行うとともに、機構の支援のあり方を検討する。 
 

④ 鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み 
良質な鉄道を建設するために、必要に応じて技術基準類の整備と工事 

の検査を充実させる対策を進め、品質管理・施工監理について徹底を図
るとともに、鉄道建設業務の遂行に必要な技術力の向上及び承継のため
に、講習や資格取得の支援等を通じて、持続的な業務の質の向上に努め
る。 

また、これまでに蓄積してきた施工経験を基に、各業務分野において
事業を推進する過程で必要となる調査、設計、施工技術の開発、改良に
係る技術開発を推進し、その成果を鉄道建設業務に活用するとともに、
建設技術に係る各種学会等へ積極的に参加し、その発表会等を通じて公
表していく。 
さらに、鉄道建設特有の技術を部外へ適切に理解してもらうための取

組みを実施する。 
 
（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み 

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成
３０年法律第４０号）第４条に規定する業務について、同法第３条の規
定に基づき国土交通大臣が定める海外社会資本事業への我が国事業者の
参入の促進を図るための基本的な方針に従い、新幹線鉄道の技術が活用
され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する事業性
等の調査、測量、鉄道構造物や電気、機械設備等の設計、工事管理、試
験及び研究を行う。 

また、国等が進める我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対し
協力し、海外への専門家派遣、各国の要人や研修員受入れ等の人的支援
を行う。 

 
（３）鉄道施設の貸付・譲渡の業務等 

鉄道事業者に対して貸付又は譲渡した鉄道施設について、機構の調達 
資金を確実に返済、償還するため、毎年度、事業者ごとに貸付料及び譲
渡代金の回収計画を策定し、その全額を確実に回収する。 
なお、償還期間の変更を実施した事業者については、毎年度、決算終

了後に経営状況等の把握を図り、償還確実性を検証する。 
建設した鉄道施設について、完成後、各営業主体に対して貸付又は譲

渡を行う。 
また、主要幹線及び大都市交通線で今中期計画期間中に国土交通大臣

が指定する貸付期間が経過する以下の区間について、貸し付けしている
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鉄道事業者に対して譲渡を行い、その譲渡代金の回収を図る。 
  

・平成３０年度 
譲渡区間：小金線（新松戸・西船橋間） 
鉄道事業者：東日本旅客鉄道株式会社 
 

さらに、並行在来線への支援のため、特例業務勘定から建設勘定への 
繰入れにより、日本貨物鉄道株式会社に対して貨物調整金を交付する。 
 

（４）鉄道助成業務等 
 

① 鉄道助成 
機構は、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に資するため、

整備新幹線、都市鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対
する補助等による支援及び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金の回収を適
正かつ効率的に実施していく。 
勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等について、法令その他による

基準に基づき確実に処理するとともに、標準処理期間内（補助金等支払
請求から支払まで３０日以内、国の補助金の受入から給付まで７業務日
以内）に執行できるよう適正かつ効率的に処理する。また、「鉄道助成業
務の審査等に関する第三者委員会」からの改善意見の必要部分を審査業
務の改善に反映させること、及び審査ノウハウの承継、スキルアップの
ための職員研修を実施すること等により、業務遂行に係る効率性の向上
等、鉄道助成業務の更なる充実強化を図る。 
また、鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な活用を支援するた

め、鉄道助成ガイドブックの配布等による情報提供や周知活動を積極的
に推進する。 
さらに、既設四新幹線の譲渡代金、無利子貸付資金について約定等に

沿った確実な回収を図るとともに、これらに係る債務を確実に償還する。 
 

② 中央新幹線建設資金貸付等業務 
貸付金の償還が行われるまで、継続的に償還確実性を確認する必要が

あることから、貸付けを実施した建設主体に対し、財務状況、貸付けを
行った事業の進捗状況等を毎年度把握するとともに、これにより、債権
の確実な保全及び約定に沿った貸付利息の確実な回収を図る。 

 
（５）船舶共有建造等業務 

我が国の国民生活や経済活動を支える基幹的輸送インフラであり、環
境にやさしく効率的な輸送機関である内航海運の安定的な輸送の確保及
び生産性の向上のため、また、離島航路の維持・改善をはじめとする地
域公共交通の活性化や観光立国推進等の観点から国内旅客船の着実な整
備を推進するため、船舶共有建造業務により国内海運政策の実現に寄与
する船舶の建造を推進する。 

 
① 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造推進 

船舶共有建造業務として、物流の効率化、離島航路整備や観光立国推
進、環境対策等の国内海運政策の実現に寄与する船舶建造を推進する。 
具体的には、国内海運政策の実現に寄与するものとして、物流効率化

に資する船舶、地域振興に資する船舶、船員雇用対策に資する船舶、事
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業基盤強化に資する船舶、グリーン化に資する船舶等を掲げ、これらの
うち、より高い政策効果を実現する船舶の延べ建造隻数を今中期計画期
間中において１４０隻以上とするが、建造量は社会経済状況に応じて大
きく変化することに十分留意する。 
また、海運事業者や荷主に対し、より高い政策効果を実現する船舶に

ついて、効果、利点を分かりやすく適切に周知する。 
 

② 船舶建造等における技術支援 
上記の国内海運政策の実現に寄与する良質な船舶の建造に資するため、

計画、設計、建造、就航後の各段階での技術支援を的確に実施する。特
に、ＳＯＸ等環境規制に対応するための技術支援や先進船舶、離島航路就
航船、二酸化炭素低減化船、労働環境改善船などの高度な技術を要する
船舶への技術支援に重点的に取り組み、その充実を図る。 
このため、内航海運の諸課題、事業者のニーズや社会的要請等に対応

するための技術調査を実施するほか、技術支援に係る研修、交流、マニ
ュアルの充実等により、技術支援に係わる職員の技術力の維持・向上、
ノウハウの体系的な蓄積と承継を図る。 
また、先進船舶等の更なる普及を図るため、機構の技術支援のあり方

を検討する。 
 

③ 船舶共有建造業務における財務内容の改善 
未収金の発生防止、債権管理及び回収の強化等の取組みを行うととも

に、機構の収益の確保に努めることにより、財務内容の一層の改善を進
める。 
また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１２

月２４日閣議決定）を踏まえ、未収金の発生防止、債権管理、回収の強
化、一定の事業量の確保、適正な事業金利の設定及び政策課題の実行等
に留意して機構が策定する繰越欠損金削減計画により今中期計画期間中
に４０億円程度の繰越欠損金の縮減を図るほか、未収金残高についても
引き続き縮減に努める。 
さらに、海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠

損金について、事業年度ごとにその要因を含めホームページ等において
国民に分かりやすく公表する。 

 
（６）地域公共交通出資業務等 
 

① 地域公共交通出資及び貸付け 
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号） 

第２９条の２の規定に基づき、認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な 
資金の出資及び貸付けを行う。 

 
(a)地域公共交通出資等 
認定軌道運送高度化事業等（ただし、認定地域公共交通利便増進実施

計画に定められた都市鉄道に係る鉄道施設の建設を除く。）の実施に必
要な資金の出資及び貸付けを行う。 
また、出資及び貸付けを行うに当たっては、国土交通大臣の認可を受  

けた業務基準に従い、出資等を行うか否かの決定に際し、当該リスクを
適切に評価して、中長期的な収益性が見込まれること等を確認し、適切
に業務を行うとともに、出資及び貸付けを行った事業の進捗状況を適切
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に把握・評価しつつ、出資及び貸付資金の効率的な使用及び適切な回収
を図る。 
これらにより、地域公共交通の活性化及び再生に寄与するとともに、 

出資及び貸付資金の毀損ゼロを目指す。 
 

(b)都市鉄道融資 
認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた都市鉄道に係る鉄

道施設の建設に必要な資金の貸付けを行う。 
また、貸付けを行うに当たっては、国土交通大臣の認可を受けた業務

基準に従い、貸付対象事業を適切に評価し、償還確実性等を確認した上
で貸付けの判断を行うとともに、貸付けを行った事業について、事業の
進捗状況、事業者の財務状況等を把握しつつ、約定に沿った債権の確実
な回収を図る。 
 

② 物流施設融資 
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成１７年法律第 

８５号）第２０条の２の規定に基づき、認定総合効率化事業の実施に必 
要な資金の貸付けを行う。 
また、貸付けを行うに当たっては、国土交通大臣の認可を受けた業務 

基準に従い、貸付対象事業を適切に評価し、償還確実性等を確認した上 
で貸付けの判断を行うとともに、貸付けを行った事業について、事業の 
進捗状況、事業者の財務状況等を把握しつつ、約定に沿った債権の確実 
な回収を図る。 

 
 

③ 内航海運活性化融資 
国が策定・公表する資金管理計画を基に、調達する借入金が前年度以

下となるように、貸付金の回収及び新規の融資を適切に行う。 
 
（７）特例業務（国鉄清算業務） 
 

① 年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等 
旧国鉄職員の恩給及び年金の給付に要する費用、旧国鉄時代に発生し

た業務災害に係る業務災害補償費等の各年度における必要負担額につい
て、適切な資金管理を行いつつ、円滑かつ確実に支払を実施する。 
やむを得ず処分できていない残存土地については適切かつ早期の処分

を図り、今中期計画期間中に完了させる。 
北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株

式会社（以下「旅客鉄道株式会社等」という。）の株式については、国等
の関係者と連携を図りつつ、各社の今後の経営状況の推移等を見極めな
がら、適切な処分方法の検討等を行う。 

 
② 旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等 

機構の特例業務勘定における利益余剰金等の取扱いに関する関係三大
臣合意（平成２２年１２月２１日。以下「関係三大臣合意」という。）及
び「北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の安全対策に対
する追加的支援措置について」（平成２７年６月３０日国鉄事第７５号）
並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０
年法律第１３６号）附則第４条及び第５条の規定に基づき、旅客鉄道株
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式会社等に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他会社の経営基盤の
強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資
金の貸付け又は助成金の交付等（以下「貸付け等」という。）を適切に実
施する。また、貸付け等の実施に当たっては、適切な資金管理を行いつ
つ、法令その他の基準を遵守するとともに、旅客鉄道株式会社等のモラ
ルハザードを防止し、誤処理なく適正にかつ効率的に実施する。 

なお、関係三大臣合意及び同法附則第６条の規定に基づき、並行在来
線の支援のための貨物調整金に要する費用に充てるため、特例業務勘定
から建設勘定への繰入れを適切に実施する。 

 
４．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 
（１）業務改善の取組み 
 

① 組織の見直し 
業務の質的・量的な変化を適切に把握するとともに、組織見直しに関 

する具体的な計画を策定し、弾力的な組織の編成、運営の効率化等を図
る。 

 
② 調達等合理化の取組み 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 
２７年５月２５日総務大臣決定）に基づき、毎年度調達等合理化計画を
策定し、事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・
透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組む。
また、入札・契約の適正な実施について、監事監査及び契約監視委員会
等のチェックを受ける。 

 
③ 人事費管理の適正化 

給与水準については、政府における独立行政法人に係る報酬・給与等 
の見直しの取組みを踏まえ、国家公務員等の給与水準等との比較を行い
つつ、事務・事業の特性を踏まえて適正な給与水準となるよう厳しく検
証し、その検証結果及び取組状況を公表する。 

 
④ 一般管理費の効率化 

一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経費を除く。）につい
ては、中期計画期間の最終年度（平成３４年度）において、前中期計画
期間の最終年度（平成２９年度）比で５％程度に相当する額を削減する。 

 
⑤ 事業費の効率化 

事業費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期計画
期間の最終年度（平成３４年度）において、前中期計画期間の最終年度
（平成２９年度）比で５％程度に相当する額を削減する。 

 
⑥ 資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、効率的な活用を図るとともに、「８．重要
な財産の譲渡・担保に関する計画」に従って、資産の処分等及び集約化
を図る。 

 

  

28



（２）電子化の推進 
業務運営の簡素化及び効率化を図るため、システム等の事情を踏まえつ

つ、ＩＴの活用等により、業務の電子化及びシステム等の最適化を推進す
る。 

 
５．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
（１）予算、収支計画及び資金計画 

別紙のとおり。 
 
（２）財務運営の適正化 

独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研
究会策定、平成２７年１月２７日改訂）等により、運営費交付金の会計処
理として、業務達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、収益
化基準の単位としての業務ごとに予算と実績の管理を行う。 

また、各年度期末における運営費交付金債務に関し、その発生状況を厳
格に分析し、減少に向けた努力を行うとともに、独立行政法人会計基準等
を遵守し、適正な会計処理に努める。 

なお、毎年度の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残
高の発生状況にも留意した上で、厳格に行う。 

 
（３）資金調達 

資金計画を策定し、短期資金及び長期資金の併用等による柔軟かつ効率
的な資金調達を行うことにより、資金調達コストの抑制を図る。 

 
６．短期借入金の限度額 

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限
度額は、２６０，０００百万円とする。 

 
７．不要財産の処分に関する計画 

主要幹線及び大都市交通線で今中期計画期間中に国土交通大臣が指定
する貸付期間が経過する以下の区間について、貸し付けしている鉄道事業
者に対して譲渡を行った際の譲渡代金を国庫納付する。 

 
・平成３０年度 

譲渡区間：小金線（新松戸・西船橋間） 
鉄道事業者：東日本旅客鉄道株式会社 

 
８．重要な財産の譲渡・担保に関する計画 

行田宿舎及び津田沼寮について、平成３０年度以降、売却等適切な措置
を講じる。 

 
９．剰余金の使途 
    ・建設勘定 

管理用施設（宿舎に限る。）の改修 
 

  

29



１０．その他主務省令で定められる業務運営に関する事項 
 
（１）施設及び設備に関する計画 
   該当なし 

 
（２）人事に関する計画 

機構の役割を果たすため、人材確保に係る方針を策定し、事業規模、
事業内容等業務の実情に応じて必要な人材の確保に努め、各業務の進捗
に対応した人員の適正配置等重点的な運用を行うとともに、人材育成に
係る方針を策定し、高度な専門的知識の修得、技術スキルの向上等を図
る研修を実施することにより、社会的要請に応えうる組織運営に努める。 

 
（３）機構法第１８条第１項の規定により繰り越した積立金（同条第５項の規

定により第１項の規定を準用する場合を含む。）の使途 
 
    ・建設勘定 

過去に会社整理及び施設譲渡が行われた譲渡線並びに貸付料の回
収が一部行われなかった貸付線に係る繰越欠損金であって、機構法附
則第２条第４項の規定により機構への承継時に資本剰余金と相殺さ
れたものを補填するための業務 

 
・地域公共交通等勘定 

           前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期
間に繰り越した固定資産の減価償却に要する費用等への充当 
日本内航海運組合総連合会が実施する内航海運暫定措置事業に必

要な一部資金の貸付けに関する業務 
 
    ・助成勘定 

前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期間
に繰り越した固定資産の減価償却に要する費用等への充当 

 
（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

① 内部統制の充実・強化 
「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 

２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定
めた事項を確実に実施する。理事長のリーダーシップのもと、理事長を委
員長とし、全役員が参画する内部統制委員会を中心に、機構のミッション
や中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の把握・対応を行うなど、内
部統制の取組みについて実態把握、継続的な分析、必要な見直しを行い、
内部統制の充実・強化を図る。 
また、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏え

い事案等の反省に立ち、その再発防止対策について、これまでの取組みを
踏まえた上で、必要に応じて見直しを行いながら、引き続き着実に取り組
む。 

 
② 広報・情報公開の推進 

機構の業務に対する国民の理解を深めるため、広報における主要なタ
ーゲット及びＰＲポイントを整理して、戦略的広報を推進する。 
また、主な業務の実施状況、役職員の給与水準、入札結果や契約の情
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報、財務の状況等について、ホームページ等において分かりやすく公表
する。 

 
③ 情報セキュリティ対策の推進 

政府の方針に基づき、機構が保有する情報システムに対するサイバー
攻撃への防御能力強化、攻撃に対する組織的対応能力の強化等の適切な
情報セキュリティ対策を推進する。 

 
④ 環境への配慮 

業務の実施に際しての環境負荷を低減するため、機構で定める「第４ 
期環境行動計画」に基づき、温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の削減に向け
たオフィス活動における取組みのほか、職員の環境意識の向上に資する
研修等の実施、建設工事等により発生する建設廃棄物のリサイクルやグ
リーン調達等に取り組む。 
また、これらの取組みの状況や成果を盛り込んだ「環境報告書」を毎

年度作成し公表する。 
 

（略） 
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別　紙

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　中期計画の予算等（平成30年度～平成34年度）　

予算 （単位：百万円）
地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計

収入
運営費交付金 286 - 286
政府出資金 4,800 - 4,800
借入金等 129,500 32,400 161,900

財政融資資金借入金 129,500 - 129,500
民間借入金 -                 32,400 32,400

業務収入 4,881 49,088 53,969
計 139,467 81,488 220,955

支出
業務経費

地域公共交通等業務関係経費 134,361 32,421 166,782
借入金等償還 430 48,910 49,340
支払利息 4,225 29 4,254
一般管理費 83 37 120
人件費 348 150 498
業務外支出 21 10 30

計 139,467 81,557 221,024

［人件費の見積もり］ 403 百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び
休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、都市鉄道融資及び物流施設
融資に係る経費である。

収支計画 （単位：百万円）
地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計

費用の部 4,737 254 4,991
経常費用 513 224 737

地域公共交通等業務費 61 23 84
一般管理費 451 197 648
減価償却費 0                 4 5

財務費用 4,225 29 4,254

収益の部 4,737 178 4,916
運営費交付金収益 286 - 286
地域公共交通等業務収入 4,451 178 4,629
資産見返負債戻入 0                 - 0

資産見返運営費交付金戻入 0                 - 0
資産見返補助金等戻入 0                 - 0

-                 
純利益 -                 △ 75 △ 75
目的積立金取崩額 -                 85 85
総利益 -                 9 9

資金計画 （単位：百万円）
地域公共交通出資等業務 内航海運活性化融資業務 合　計

資金支出 139,472 81,574 221,046
業務活動による支出 139,040 32,662 171,702
投資活動による支出 2 1 3
財務活動による支出 430 48,910 49,340
次期中期目標期間への繰越金 0 1 1

資金収入 139,472 81,574 221,046
業務活動による収入 5,167 49,088 54,255

運営費交付金による収入 286 - 286
その他の収入 4,881 49,088 53,969

財務活動による収入 134,300 32,400 166,700
前期よりの繰越金 5 85 91

（注２）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

（略）

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

【地域公共交通等勘定】
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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
令和２年度計画 
令和２年３月 

令和２年３月３１日 
（変更）令和２年５月１４日 

（変更）令和２年１０月１５日 
（変更）令和３年１月７日 
（変更）令和３年２月３日 

 
 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 令和２年度計画 
 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人
通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条の規定に基づき、令和２年度にお
ける業務運営に関する計画を以下のとおり定める。 

 
 
１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置 
 

（１）鉄道建設等業務 
 

  ① 整備新幹線整備事業  
建設中の新幹線の各路線について、事業費及び工程の管理を適切に行 

い、以下のとおり事業の着実な進捗を図る。 
 
   ａ．北海道新幹線（新函館北斗・札幌間） 

・建設発生土受入地の確保に努め、トンネル工事を実施する。 
・令和３年度から明かり区間の発注が開始できるよう、関係者との協議
や詳細設計等を実施する。 
 

ｂ．北陸新幹線（金沢・敦賀間） 
・主たる区間で土木本体工事を終え、軌道敷設工事を実施する。 
・雪害対策設備、可動式ホーム柵等の機械工事に着手する。 
・駅舎の建築工事に着手する。 
・電気工事の発注を完了する。 
    

ｃ．九州新幹線（武雄温泉・長崎間） 
・全ての区間で土木本体工事を終え、軌道敷設工事を実施する。 
・車両基地検修設備等の機械工事を実施する。 
・駅舎の建築工事を実施する。 
・変電設備や電車線路設備等の電気工事を実施する。  
 

    なお、事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建設す
る重要性にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗してい
るかを適切に把握する。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努め
るとともに、各線区で行ったコスト縮減効果について整理・機構内での共
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有を図る。想定できない事情により発生する事業費の上振れリスクを低
減するため、関係者間の会議体等において、情報共有を行い、課題の解決
に努めていく。その上で、工事実施計画の認可の際の事業費を上回ること
のないよう、あらゆるコスト削減努力を徹底する。また、中期目標で示さ
れた事業の各段階における留意事項を踏まえ、事業を遂行する。 
また、工事の進捗状況をホームページ等で公表する。 
未着工区間について、調査を実施する。特に、北陸新幹線（敦賀・新大

阪間）については、環境影響評価の手続きを適切に実施するとともに、新
大阪駅の機能強化については、「新大阪駅について、リニア中央新幹線、
北陸新幹線等との乗継利便性の観点から、結節機能強化や容量制約の解
消を図るため、民間プロジェクトの組成など事業スキームを検討し、新幹
線ネットワークの充実を図る」（経済財政運営と改革の基本方針２０１９
（令和元年６月２１日閣議決定））に基づき、調査を行っていく。 
 

② 都市鉄道利便増進事業等 
都市鉄道利便増進事業 

建設中の各路線について、事業費及び工程の管理を適切に行い、以
下のとおり事業の着実な進捗を図る。 

   
神奈川東部方面線（相鉄・東急直通線） 
・新横浜トンネル及び綱島トンネルの掘進工を完了し、羽沢トン
ネル及び新横浜駅（仮称）において軌道工事に着手する。新綱
島駅（仮称）非開削部は角形鋼管の施工を完了し、立坑部は躯
体構築を進める。  

・全駅の建築工事、機械工事及び電気工事に着手する。 
    

なお、事業の実施に当たっては、経済的に安全かつ工期どおりに建設す
る重要性にかんがみ、工事完成予定時期と照らしてどの程度進捗している
かを適切に把握する。技術開発の動向等を踏まえてコスト縮減に努めると
ともに、各線区で行ったコスト縮減効果について整理・機構内での共有を
図る。想定できない事情により発生する事業費の上振れリスクを低減する
ため、関係者間の会議体等において、情報共有を行い、課題の解決に努め
ていく。その上で、速達性向上計画の認定の際の事業費を上回ることのな
いよう、あらゆるコスト削減努力を徹底する。また、中期目標で示された
事業の各段階における留意事項を踏まえ、事業を遂行する。 
 

③ 鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援 
     受託工事線について、協定に基づいた工期内で完成できるよう着実な

進捗を図る。 
中央新幹線については、関係者との連携・調整を図りながら、非常口工

事及びトンネル工事を着実に推進する。 
また、国、地方公共団体、鉄道事業者等からの要請に対応し、鉄道整備

の計画に関する調査を実施する。 
なお、鉄道事業者から新たな工事の受託要請があった場合は、外部有識

者からなる「鉄道工事受託審議委員会」において審議し、同委員会の意見
を踏まえつつ、受託の可否について決定する。 
さらに、大規模災害等の発生時においても、これまでの復旧・復興支援
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の経験を活かし、国や地方公共団体等からの要請があった場合は、その支
援等に積極的に取り組む。 
鉄道事業者、地方公共団体との情報交換等の機会を捉え、鉄道施設の保

全・改修、交通計画策定等に関するニーズを把握し、関係諸機関との連携
強化を図りつつ、鉄道ホームドクター制度を用いて、地域鉄道事業者等の
要請に応じ、鉄道施設の保全・改修等に係る技術的な事項について適切か
つ極力きめ細やかに助言するほか、鉄道施設等に係る技術的な情報の提
供等、地域における交通計画の検討、分析、評価等に資する機構の支援シ
ステム（ＧＲＡＰＥ）を活用した支援を実施する。これらの技術支援等に
対する当該地域鉄道事業者等へのアンケート調査（５段階評価）で平均 
３.０以上の評価を得ることを目指す。 
また、地域鉄道に係わる諸機関と緊密に連携して、このような機構の技

術支援に係る情報の収集・発信を行い、その一層の利用を促進する。 
さらに、地域鉄道事業者等の懸案とされている設備の老朽化について、

情報収集を行うとともに、機構の支援のあり方を検討する。 
 

④ 鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み 
    良質な鉄道を建設するために、品質管理・施工監理等に係る技術基準類

の継続的整備を行う。特に、「鋼鉄道橋架設の手引き」の改定を終え、講
習会等を通じ関係者に周知、徹底する。 

また、鉄道建設に必要な技術力の向上及び承継のために、施工監理講習
及び経験年数を踏まえた段階的な技術系統別の研修を実施するとともに、
業務に関連する技術士等の資格の取得を促進する。 
鉄道建設工事の進捗を踏まえ、技術開発テーマの抽出から成果の活用

に至るまで一貫して推進するため、土木（トンネル、橋りょう、土構造）、
軌道、機械、建築、電気の業務分野ごとに設置している分科会において、
各路線に係るニーズに基づき計画的に技術開発を推進する。また、技術開
発成果の活用状況について、フォローアップを進める。 
さらに、建設技術に係る各種学会等への積極的な参画に加え、技術開発

を推進し、その成果をこれらの学会等並びに本社における技術研究会及
び地方機関における業務研究発表会を通じて公表する。 
加えて、鉄道建設特有の技術について、部外へ適切に理解してもらうた

め、現場見学会等の実施に取り組む。 
 
（２）我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み 

国土交通省等の関係者との連携を図りつつ、鉄道分野における海外社
会資本事業への我が国事業者の参入が図られるよう、海外社会資本事業
への我が国事業者の参入の促進に関する法律（平成３０年法律第４０号）
第４条に規定する業務について、同法第３条の規定に基づき国土交通大
臣が定める海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため
の基本的な方針に従い、新幹線鉄道の技術が活用され、又は活用されるこ
とが見込まれる海外の高速鉄道に関する事業性等の調査、測量、鉄道構造
物や電気、機械設備等の設計、工事管理、試験及び研究を行う。 
インド高速鉄道計画については、設計業務について、国土交通省等関係

者との緊密な連携の下で技術協力を行うとともに、工事管理に関する業
務の発注があった際には、当該業務の受注を目指す。 
インドネシアのジャワ北幹線鉄道高速化事業については、事業化に向
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けた調査業務について、関係者との緊密な連携の下で行う。 
加えて、他国の高速鉄道に関する調査・設計・工事管理等の業務につい

ても、受注を目指す。 
また、国等が進める我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対し

協力し、海外への専門家派遣や各国の研修員等の受入れ、鉄道分野におけ
る国際規格への取組み、海外の鉄道建設関係の機関等との技術交流等を
行う。 

 
（３）鉄道施設の貸付・譲渡の業務等 

鉄道事業者に対し貸付又は譲渡した鉄道施設の貸付料・譲渡代金の確 
実な回収を図る。 
なお、償還期間の変更を実施した事業者については令和元年度決算終

了後経営状況等の把握をし、償還確実性を検証する。 
さらに、並行在来線への支援のための貨物調整金について、特例業務勘

定から建設勘定への繰入れ等により、国土交通大臣の承認を受けた金額
を日本貨物鉄道株式会社に対して交付する。 
 

（４）鉄道助成業務等 
 

① 鉄道助成 
 機構は、交通インフラ・ネットワークの機能充実・強化に資するため、

整備新幹線、都市鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対す
る補助等による支援及び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金の回収を適正
かつ効率的に実施していく。 

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等について、法令その他による基
準に基づき確実に処理するとともに、標準処理期間内（補助金等支払請求
から支払まで３０日以内、国の補助金の受入から給付まで７業務日以内）
に執行できるよう適正かつ効率的に処理する。また、「鉄道助成業務の審
査等に関する第三者委員会」に助成業務の実施状況等を報告し、得られた
改善意見の必要部分を審査業務の改善に反映させること、及び審査ノウ
ハウの承継、スキルアップのための職員研修等を必要に応じて一部見直
し実施すること等により、業務遂行に係る効率性の向上等、鉄道助成業務
の更なる充実強化を図る。 

また、鉄道事業者等による各種助成制度の効果的な活用を支援するた
め、最新の助成事例を盛り込んだ鉄道助成ガイドブック及びパンフレッ
トの作成配布、ホームページでの公表を行うとともに、助成対象事業の適
正な執行のために、執行に係る基本的な考え方を助成対象事業者に対し
て周知する。 
さらに、既設四新幹線の譲渡代金（令和２年度回収見込額７２４億円）、

無利子貸付資金（令和２年度回収見込額２３８億円）について約定等に
沿った確実な回収を図るとともに、これらに係る債務を確実に償還する。 
 

② 中央新幹線建設資金貸付等業務 
貸付金の償還が行われるまで、継続的に償還確実性を確認する必要が

あることから、貸付けを実施した建設主体に対し、財務状況、貸付けを
行った事業の進捗状況等を把握するとともに、債権の保全及び約定に
沿った貸付利息の確実な回収を図る。 
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（５）船舶共有建造等業務 
 

① 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造推進 
船舶共有建造業務として、国内海運政策の実現に寄与する船舶建造を

推進するため、機構が開催する各種セミナー等を実施し、より高い政策効
果を実現する船舶の効果、利点を分かりやすく適切に周知する。 
これらを通じて、次に掲げる船舶の延べ建造隻数が２８隻以上となる

よう取り組む。 
 
○物流効率化に資する船舶 

・内航フィーダーの充実に資する船舶（京浜港・阪神港に就航し、外
国貿易用コンテナを輸送するもの） 

 ・高度モーダルシフト船（輸送力を増強するもの等） 
○地域振興に資する船舶 
 ・離島航路の整備に資する船舶 
・生活航路に就航する船舶のうち高度バリアフリー化要件を満たす 
船舶 

・国内クルーズ船（旅行客等観光向けのもの） 
○船員雇用対策に資する船舶 
  ・若年船員または女性船員を計画的に雇用する事業者の船舶 

・労働環境改善船（船員の居住環境改善、労働負担軽減の設備を設置
するもの） 

○事業基盤強化に資する船舶 
・登録船舶管理事業者を利用する船舶 
・合併を行う事業者が建造する船舶 

○グリーン化に資する船舶 
・スーパーエコシップ（電気推進システムを採用したもの） 
・ＬＮＧ燃料船（ＬＮＧを燃料として運航するもの） 
・先進二酸化炭素低減化船（従来より二酸化炭素排出量が１６％以
上軽減されるもの） 

・高度二酸化炭素低減化船（従来より二酸化炭素排出量が１２％以
上軽減されるもの） 

・二重船殻構造を有する油送船及び特殊タンク船（海難事故発生時
に油等が流出しないように側面と底面が二重になっているもの） 

 
② 船舶建造等における技術支援 

上記の国内海運政策の実現に寄与する良質な船舶の建造に資するため、
計画、設計、建造、就航後の各段階での技術支援を的確に実施する。特に、
環境規制に対応するための技術支援やＬＮＧ燃料船を含む先進船舶、離
島航路就航船、二酸化炭素低減化船、労働環境改善船等の高度な技術を要
する船舶への技術支援に重点的に取り組み、その充実を図る。 
このため、内航海運の諸課題、事業者のニーズや社会的要請等に対応す

るための技術調査を実施するほか、技術支援に係る研修、交流、マニュア
ルの充実等により、技術支援に係わる職員の技術力の維持・向上、ノウハ
ウの体系的な蓄積と承継を図る。 
また、先進船舶等の更なる普及を図るため、計画段階からの技術支援を
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充実させるとともに、引き続き機構の技術支援のあり方を検討する。 
 

③ 船舶共有建造業務における財務内容の改善 
平成２９年度に策定した「繰越欠損金削減計画」に基づき、今中期計画

期間中に４０億円程度の繰越欠損金の縮減を図るほか、未収金残高につ
いても引き続き縮減に努める。 
海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠損金につい

て、その要因を含めホームページ等において国民に分かりやすく公表す
る。 

 
（６）地域公共交通出資業務等 
 

① 地域公共交通出資及び貸付け 
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９

号）第２９条の２の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に寄与
するため、認定起動運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸
付けを行う。 
また、出資等の業務に関する情報をホームページに掲載する等、地域公

共交通の活性化及び再生に向けた主体的な取組みに対する支援効果が最
大となるよう努める。 

 
(a)地域公共交通出資等 

認定軌道運送高度化事業等（ただし、認定地域公共交通利便増進実施
計画に定められた都市鉄道に係る鉄道施設の建設を除く。）の実施に必要
な資金の出資及び貸付けの申込みがあった際には、国土交通大臣の認可
を受けた業務基準に従い、リスクを適切に評価して、中長期的な収益性が
見込まれること等を確認し、適切に出資及び貸付けの業務を行う。 

 
(b)都市鉄道融資 

認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた都市鉄道に係る鉄
道施設の建設に必要な資金の貸付けの申込みがあった際には、国土交通
大臣の認可を受けた業務基準に従い、貸付対象事業を適切に評価し、償還
確実性等を確認した上で適切に貸付けの業務を行う。 
 

②  物流施設融資 
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成１７年法律第

８５号）第２０条の２の規定に基づき、認定総合効率化事業の実施に必要
な資金の貸付けを行う。貸付けの申込みがあった際には、国土交通大臣の
認可を受けた業務基準に従い、貸付対象事業を適切に評価し、償還確実性
等を確認した上で適切に貸付けの業務を行う。 

また、貸付けの業務に関する情報をホームページに掲載する等、流通業
務の総合化及び効率化に向けた主体的な取組みに対する支援効果が最大
となるよう努める。 

 
③ 内航海運活性化融資 

国が策定・公表する資金管理計画を基に、調達する借入金が前年度以 
下となるように、貸付金の回収及び新規の融資を適切に行う。 
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（７）特例業務（国鉄清算業務） 
 

① 年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等 
旧国鉄職員の恩給及び年金の給付に要する費用、旧国鉄時代に発生し

た業務災害に係る業務災害補償費等について、適切な資金管理を行いつつ、
円滑かつ確実に支払を実施する。 

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株
式会社（以下「旅客鉄道株式会社等」という。）の株式については、国等
の関係者と連携を図りつつ、各社の今後の経営状況の推移等を見極めなが
ら、適切な処分方法の検討等を行う。 

 
② 旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等 

機構の特例業務勘定における利益余剰金等の取扱いに関する関係三大
臣合意（平成２２年１２月２１日。以下「関係三大臣合意」という。）及
び「北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の安全対策に対
する追加的支援措置について」（平成２７年６月３０日国鉄事第７５号）
並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０
年法律第１３６号）附則第４条及び第５条の規定に基づき、旅客鉄道株式
会社等に対し、以下の支援措置を適切に実施する。 

・老朽化した鉄道施設等の更新その他会社の経営基盤の強化に必要 
な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の 
貸付け又は助成金の交付 

・北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に対して発行 
した鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券について、国土交 
通大臣が定める利率に基づく利子の支払 

また、無利子の資金の貸付け若しくは助成金の交付又は利子の支払に
当たっては、適切な資金管理を行いつつ、法令その他の基準を遵守すると
ともに、旅客鉄道株式会社等のモラルハザードを防止し、誤処理なく適正
にかつ効率的に実施する。 
なお、関係三大臣合意及び同法附則第６条の規定に基づき、並行在来線

の支援のための貨物調整金に要する費用に充てるため、特例業務勘定に
係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を
受けた金額について、特例業務勘定から建設勘定への繰入れを適切に実
施する。 
 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 
（１）業務改善の取組み 
 

① 組織の見直し 
令和２年度における組織体制については、業務の進捗等に対応した合

理的、機動的な組織の編成、運営の効率化等を図る。 
 

② 調達等合理化の取組み 
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 

２７年５月２５日総務大臣決定）に基づき、「令和２年度調達等合理化計
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画」を策定し、事務・事業の特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公
正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合理化に取り組
む。また、入札・契約の適正な実施について、監事監査及び契約監視委員
会等のチェックを受ける。 

 
③ 人件費管理の適正化 

給与水準については、政府における独立行政法人に係る報酬・給与等の
見直しの取組みを踏まえ、国家公務員等の給与水準等との比較を行いつ
つ、事務・事業の特性を踏まえて適正な給与水準となるよう厳しく検証
し、その検証結果及び取組状況を公表する。 
 

④ 一般管理費の効率化 
一般管理費（人件費及び特殊要因により増減する経費を除く。）につい

ては、中期計画期間の最終年度（令和４年度）において、前中期計画期間
の最終年度（平成２９年度）比で５％程度に相当する額の削減を目指し、
抑制を図る。 

 
⑤ 事業費の効率化 

事業費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期計画
期間の最終年度（令和４年度）において、前中期計画期間の最終年度（平
成２９年度）比で５％程度に相当する額の削減を目指し、抑制を図る。 

 
⑥ 資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、効率的な活用を図るとともに、集約化の 
ため、行田宿舎については売却手続きを進める。 
 

（２）電子化の推進 
業務運営の簡素化及び効率化を図るため、システム等の事情を踏まえ

つつ、ＩＴの活用等により、業務の電子化及びシステム等の最適化を推進
する。 
 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 
（１）予算、収支計画及び資金計画 
    別紙のとおり。 
 
（２）財務運営の適正化 

独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準
研究会策定、平成２７年１月２７日改訂）等により、運営費交付金の会計
処理として、業務達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、収
益化基準の単位としての業務ごとに予算と実績の管理を行う。 
また、年度末における運営費交付金債務に関し、その発生状況を厳格に

分析し、減少に向けた努力を行うとともに、独立行政法人会計基準等を遵
守し、適正な会計処理に努める。 
なお、運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生

状況にも留意した上で、厳格に行う。 
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（３）資金調達 
資金調達に当たっては、サステナビリティファイナンスを有効活用した

資金計画を策定し、短期資金及び長期資金を併用した柔軟かつ効率的な資
金調達を行うことにより、資金調達コストの抑制を図る。また、ＩＲ活動
等を通じ機構の環境・社会貢献面への取り組みを幅広く訴求することによ
り投資家層の拡大を図る。 
 

４．短期借入金の限度額 
 

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度
額は、２６０，０００百万円とする。 
 

５．不要財産の処分に関する計画 
 

該当なし 
 
６．剰余金の使途 
 
  ・建設勘定 

管理用施設（宿舎に限る。）の改修 
 

７．その他主務省令で定められる業務運営に関する事項 
 
（１）施設及び設備に関する計画 

該当なし 
 
（２）人事に関する計画 

機構の役割を果たすため、人材確保に係る方針を策定し、事業規模、事
業内容等業務の実情に応じて必要な人材の確保に努め、業務量が増加した
繁忙部門に必要な人員を重点的に配置する等、人員の適正配置と重点的な
運用を行うとともに、人材育成に係る方針を策定し、高度な専門的知識の
修得、技術スキルの向上等を図る研修を実施することにより、社会的要請
に応えうる組織運営に努める。 

 
（３）機構法第１８条第１項の規定により繰り越した積立金（同条第５項の規定

により第１項の規定を準用する場合を含む。）の使途 
 
・地域公共交通等勘定 

 前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期間 
に繰り越した固定資産の減価償却に要する費用等への充当 
日本内航海運組合総連合会が実施する内航海運暫定措置事業に必要 

な一部資金の貸付けに関する業務 
 

 ・助成勘定 
前中期計画期間終了までに自己収入財源で取得し、今中期計画期間 

に繰り越した固定資産の減価償却に要する費用等への充当 
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（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項 
 

① 内部統制の充実・強化 
「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成 

２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定
めた事項を確実に実施する。 
理事長のリーダーシップのもと、理事長を委員長とし、全役員が参画す

る内部統制委員会を中心に、機構のミッションや中期目標の達成を阻害
する要因（リスク）の把握・対応を行う等、内部統制の取組みについて実
態把握、継続的な分析、必要な見直しを行い、内部統制の充実・強化を図
る。 
また、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏え

い事案等の反省に立ち、その再発防止対策について、これまでの取組みを
踏まえた上で、必要に応じて見直しを行いながら、引き続き着実に取り組
む。 
 

② 広報・情報公開の推進 
機構の業務に対する国民の理解を深めるため、広報における主要な

ターゲット及びＰＲポイントを整理して、戦略的広報を着実に推進する。
この観点から、見直しを実施したホームページに関して、アクセス状況や
利用者視点等を踏まえ更なる改善を図る。 
また、主な業務の実施状況、役職員の給与水準、入札結果や契約の情報、

財務の状況等について、ホームページ等において分かりやすく公表し、業
務運営の透明性を確保する。 

 
③ 情報セキュリティ対策の推進 

「サイバーセキュリティ戦略」（平成３０年７月２７日閣議決定）等の
政府の方針及び機構の「令和２年度情報セキュリティ対策推進計画」に基
づき、情報セキュリティ研修の充実、全業務従事者への自己点検の実施、
本社及び地方機関での情報セキュリティ監査等に取組み、ＰＤＣＡサイ
クルによるスパイラルアップを機能させ、情報セキュリティ対策を推進
する。 
 

④ 環境への配慮 
     機構で定める「第４期環境行動計画」に基づき、温室効果ガス（ＣＯ₂）

排出量の削減に向けたオフィス活動における取組みのほか、各業務にお
ける環境負荷の低減に係る取組みを着実に推進する。 

また、職員の環境意識の向上等を目的とした研修を実施するとともに、
建設工事等により発生する建設廃棄物のリサイクル及びグリーン調達等
の取組みを実施する。機構の環境対策への取組状況や成果を盛り込んだ
「環境報告書２０２０」を作成し、ホームページ等を活用して、公表する。 
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別 紙

予算 （単位：百万円）

整備新幹線事業 民鉄線等事業 その他事業 合　　　計

収入

国庫補助金等 48,336   12,210   -     60,546   

地方公共団体建設費負担金 48,336   -     -     48,336   

地方公共団体建設費補助金 -     12,210   -     12,210   

政府出資金 -     -     3,390    3,390    

借入金等 -     117,347     14,853   132,200     

財政融資資金借入金 -     11,700   -     11,700   

民間借入金 -     14,047   4,853    18,900   

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 -     91,600   10,000   101,600     

業務収入 85,645   71,801   34,044   191,491     

受託収入 -     -     25,966   25,966   

業務外収入 349  1,921    385  2,655    

他勘定より受入 96,672   11,609   12,580   120,861     

計 231,002     214,888     91,219   537,109     

支出

業務経費

鉄道建設業務関係経費 446,909      31,522   22,417   500,847     

受託経費

鉄道建設業務関係経費 -     -     23,893   23,893   

借入金等償還 -     165,533     42,695   208,228     

支払利息 2,709    7,200    1,379    11,288   

一般管理費 4,095    444  821  5,360    

人件費 11,615   1,260    2,344    15,218   

業務外支出 8,653    2,822    3,104    14,578   

他勘定へ繰入 174  23,950   -     24,124   

計 474,155     232,731     96,652   803,537     

［人件費の見積もり］　11,810百万円を支出する。

収支計画 （単位：百万円）

整備新幹線事業 民鉄線等事業 その他事業 合　　　計

費用の部 220,072     72,097   57,838   350,008     

経常費用 219,723     64,698   56,332   340,754     

鉄道建設業務費 218,637     64,489   54,966   338,093     

受託経費 300  -     1,055    1,355    

一般管理費 686  184  281  1,151    

減価償却費 100  25   29   154  

財務費用 1     7,139    1,398    8,539    

雑損 348  260  108  716  

収益の部 220,072     71,740   58,089   349,902     

鉄道建設業務収入 80,078   69,312   45,276   194,666     

鉄道建設事業費補助金収入 -     -     -     -     

鉄道建設事業費利子補給金収入 -     37   -     37   

受託収入 300  -     1,055    1,355    

資産見返負債戻入 139,345     2,019    11,373   152,737     

資産見返補助金等戻入 135,709     2,012    966  138,686     

その他 3,637    7     10,407   14,051   

財務収益 1     0     -     1     

雑益 348  372  385  1,105    

純利益 -     △ 357 251  △ 106

目的積立金取崩額 -     -     -     -     

総利益 -     △ 357 251  △ 106

資金計画 （単位：百万円）

整備新幹線事業 民鉄線等事業 その他事業 合　　　計

資金支出 589,317     256,514     109,974     955,805     

業務活動による支出 473,983     43,360   53,514   570,856     

投資活動による支出 5     -     409  414  

財務活動による支出 -     189,353     42,695   232,048     

翌年度への繰越金 115,330     23,802   13,356   152,487     

資金収入 589,317     256,514     109,974     955,805     

業務活動による収入 230,653     97,276   72,591   400,520     

受託収入 -     -     25,966   25,966   

その他の収入 230,653     97,276   46,624   374,553     

投資活動による収入 349  266  385  999  

財務活動による収入 -     117,347     18,243   135,590     

前年度よりの繰越金 358,315     41,626   18,755   418,696     

（注２）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

区 分

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（令和２年度）
【建設勘定】

区 分

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに係る経費である。

区 分
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予算 （単位：百万円）
地域公共交通出資等業務 地域公共交通等融資業務 内航海運活性化融資業務 合　計

収入
運営費交付金 44               19 -                 63
政府出資金 10               - -                 10
借入金等 - 117,100 2,652 119,752

財政融資資金借入金 - 117,100 - 117,100
民間借入金 -                 - 2,652           2,652

業務収入 -                 44 4,114           4,157
計 54               117,163 6,766           123,983

支出
業務経費

地域公共交通等業務関係経費 14               117,125 2,652           119,791
借入金等償還 -                 - 4,100           4,100
支払利息 -                 - 1                 1
一般管理費 6                 10 5                 21
人件費 35               24 26               84
業務外支出 -                 4 2                 6

計 54               117,163 6,786           124,003

［人件費の見積もり］ 70   百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者
給与に相当する範囲の費用である。

（注１）第４期中期計画期間における特殊要因については、地域公共交通等融資業務に係る経費である。

収支計画 （単位：百万円）
地域公共交通出資等業務 地域公共交通等融資業務 内航海運活性化融資業務 合　計

費用の部 45 64 34 142
経常費用 45 64 32 141

地域公共交通等業務費 3 25 0 28
一般管理費 41 39 32 112
減価償却費 0 - 0 0

財務費用 -                 - 2 2

収益の部 45 64 13 122
運営費交付金収益 42 19 -                 61
地域公共交通等業務収入 -                 44 13 57
賞与引当金見返に係る収益 2 1 -                 4
退職給付引当金見返に係る収益 0 - -                 0
資産見返負債戻入 0 - -                 0

資産見返運営費交付金戻入 0 - -                 0
資産見返補助金等戻入 0 - -                 0

純利益 -                 - △ 21 △ 21
目的積立金取崩額 -                 - 21 21
総利益 -                 - -                 -

資金計画 （単位：百万円）
地域公共交通出資等業務 地域公共交通等融資業務 内航海運活性化融資業務 合　計

資金支出 55               117,163 6,816 124,033
業務活動による支出 54               117,162 2,686 119,903
投資活動による支出 -                 0 -                 0
財務活動による支出 -                 - 4,100 4,100
次期中期目標期間への繰越金 0                 - 30 30

資金収入 55               117,163 6,816 124,033
業務活動による収入 44               63 4,114 4,221

運営費交付金による収入 44               19 0 63
その他の収入 -                 44 4,114 4,157

財務活動による収入 10               117,100 2,652 119,762
前期よりの繰越金 0                 - 50 51

（注２）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

【地域公共交通等勘定】
鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（令和２年度）　

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分

区　　　　　　　分
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別 紙

予算 （単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務 債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

収入

運営費交付金 - - - 200 - 200

国庫補助金等 108,260 - - - - 108,260

国庫補助金 108,219 - - - - 108,219

政府補給金 41 - - - - 41

業務収入 - 25,750 72,431 285 - 98,467

業務外収入 72 - - 0 - 72

他勘定より受入 24,124 - - - - 24,124

他経理より受入 16,300 - 23,820 - △40,120 -

計 148,756 25,750 96,251 486 △40,120 231,123

支出

業務経費

鉄道助成業務関係経費 13,672 - - 6 - 13,678

支払利息 - 25,750 - - - 25,750

一般管理費 - - - 129 - 129

人件費 - - - 325 - 325

業務外支出 376 - - 26 - 402

他勘定へ繰入 110,888 - 79,951 - - 190,839

他経理へ繰入 23,820 - 16,300 - △40,120 -

計 148,756 25,750 96,251 486 △40,120 231,123

［人件費の見積もり］　277百万円を支出する。

収支計画 （単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務 債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

費用の部 124,936 25,724 80,921 460 △16,300 215,743

124,560 - 25,967 460 △16,300 134,688

124,560 - 25,967 - △16,300 134,227

- - - 459 - 459

- - - 2 - 2

- 25,724 54,955 - - 80,679

376 - - - - 376

124,936 25,724 72,431 461 △16,300 207,253

- - - 188 - 188

16,300 25,724 72,431 259 △16,300 98,414

108,260 - - - - 108,260

賞与引当金見返に係る収益 - - - 12 - 12

退職給付引当金見返に係る収益 - - - 0 - 0

前払年金費用見返に係る収益 - - - 1 - 1

- - - 0 - 0

- - - 0 - 0

- - - - - -

376 - - 0 - 376

- - △8,490 0 - △8,490

- - - 2 - 2

- - △8,490 3 - △8,487

資金計画 （単位：百万円）

鉄道助成業務
中央新幹線建設
資金貸付等業務 債務償還業務 勘定共通 セグメント間相殺 合　　計

148,756 25,750 96,252 747 △40,120 231,385

148,756 25,750 71,255 509 △40,120 206,150

- - - 4 - 4

- - 24,997 - - 24,997

- - 0 234 - 234

148,756 25,750 96,252 747 △40,120 231,385

148,756 25,750 96,251 488 △40,120 231,125

- - - 200 - 200

108,260 - - - - 108,260

40,496 25,750 96,251 287 △40,120 122,665

- - 0 259 - 260

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

運営費交付金による収入

補助金等による収入

その他の収入

前年度よりの繰越金

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

翌年度への繰越金

資金収入

業務活動による収入

資金支出

運営費交付金収益

鉄道助成業務収入

補助金等収益

資産見返負債戻入

資産見返補助金等戻入

資産見返運営費交付金戻入

雑益

純利益

目的積立金取崩額

総利益

区 分

収益の部

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　年度計画の予算等（令和２年度）

【助成勘定】

区 分

 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

区 分

経常費用

鉄道助成業務費

一般管理費

減価償却費

財務費用

雑損

45



 - 46 - 
 

３．参照書類を縦覧に供している場所 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

（横浜市中区本町六丁目 50 番地１ 横浜アイランドタワー）  

 

なお、当機構ホームページ(https://www.jrtt.go.jp/)にも掲載しています。  

 




